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[資料６]

「鹿児島県子ども・子育て支援事業支援計画」の点検，
評価，見直しについて

１ 計画の達成状況の点検，評価，見直し
計画の達成状況の点検，評価，見直しについては，県子ども・子育て支

援会議の意見を踏まえながら，次のように対応する。

(1) 点検，評価
各年度において，計画に基づく施策の実施状況等について点検，評価

を行い，その結果を公表する。

(2) 見直し
市町村においては，計画期間の中間年を目安として，必要な場合には，

市町村計画の見直しを行うこととなっているが，県においては，市町村
計画の見直し状況等を踏まえ，必要な場合には，計画の見直しを行うこ
とする。なお，この場合において見直し後の計画の期間は，当初の計画
期間とする。

２ 点検，評価の実施方法
○ 毎年度の点検・評価については，個別の進ちょく状況（アウトプット）

を中心に，計画と進捗状況の乖離の有無，また，乖離があった場合は市
町村とともにその対応策を検討する。

また，計画全体の成果（アウトカム）については，計画期間中の一定
時期に点検・評価を実施する。

○ 点検，評価項目については，計画の第５章「子どもに関する専門的な
知識と技術を要する支援等」，第６章「労働者の職業生活と家庭生活との
両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備に関する施策と
の連携」の各施策は，かごしま子ども未来プラン２０１５，県母子家庭
等及び寡婦自立促進計画，県障害者計画，雇用創出プラン２０１３など
で点検，評価されているため，下記のとおり第４章「教育・保育等の推
進」の各項目を重点的に点検，評価することととする。

〈重点項目〉
① 教育・保育の量の見込み及び確保方策

② 認定こども園における教育・保育の一体的提供と推進体制

③ 地域子ども・子育て支援事業の推進

④ 教育・保育に従事する者の確保と資質の向上

なお，① 教育・保育の量の見込み及び確保方策に係る点検，評価に
ついては，市町村の現状を把握する必要があるため，各市町村において
実施する子ども・子育て支援会議の意見を踏まえた点検・評価の結果に
基づき実施することとする。
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（参考）

〇 子ども・子育て支援法

第五章 子ども・子育て支援事業計画

（市町村子ども・子育て支援事業計画）

第六十一条 市町村は、基本指針に即して、五年を一期とする教育・保育及び地域子ども

・子育て支援事業の提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する

計画（以下「市町村子ども・子育て支援事業計画」という。）を定めるものとする。

２ 市町村子ども・子育て支援事業計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 市町村が、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、教育・保育を提供す

るための施設の整備の状況その他の条件を総合的に勘案して定める区域（以下「教育

・保育提供区域」という。）ごとの当該教育・保育提供区域における各年度の特定教

育・保育施設に係る必要利用定員総数（第十九条第一項各号に掲げる小学校就学前子

どもの区分ごとの必要利用定員総数とする。）、特定地域型保育事業所（事業所内保

育事業所における労働者等の監護する小学校就学前子どもに係る部分を除く。）に係

る必要利用定員総数（同項第三号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。）

その他の教育・保育の量の見込み並びに実施しようとする教育・保育の提供体制の確

保の内容及びその実施時期

二 教育・保育提供区域ごとの当該教育・保育提供区域における各年度の地域子ども・

子育て支援事業の量の見込み並びに実施しようとする地域子ども・子育て支援事業の

提供体制の確保の内容及びその実施時期

三 子どものための教育・保育給付に係る教育・保育の一体的提供及び当該教育・保育

の推進に関する体制の確保の内容

四 子育てのための施設等利用給付の円滑な実施の確保の内容

３～６ （略）

７ 市町村は、市町村子ども・子育て支援事業計画を定め、又は変更しようとするときは、

あらかじめ、第七十七条第一項の審議会その他の合議制の機関を設置している場合にあ

ってはその意見を、その他の場合にあっては子どもの保護者その他子ども・子育て支援

に係る当事者の意見を聴かなければならない。

（都道府県子ども・子育て支援事業支援計画）

第六十二条 都道府県は、基本指針に即して、五年を一期とする教育・保育及び地域子ど

も・子育て支援事業の提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関す

る計画（以下「都道府県子ども・子育て支援事業支援計画」という。）を定めるものと

する。
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２ 都道府県子ども・子育て支援事業支援計画においては、次に掲げる事項を定めるもの

とする。

一 都道府県が当該都道府県内の市町村が定める教育・保育提供区域を勘案して定める

区域ごとの当該区域における各年度の特定教育・保育施設に係る必要利用定員総数

（第十九条第一項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分ごとの必要利用定員総数と

する。）その他の教育・保育の量の見込み並びに実施しようとする教育・保育の提供

体制の確保の内容及びその実施時期

二 子どものための教育・保育給付に係る教育・保育の一体的提供及び当該教育・保育

の推進に関する体制の確保の内容

三 子育てのための施設等利用給付の円滑な実施の確保を図るために必要な市町村との

連携に関する事項

四 特定教育・保育及び特定地域型保育を行う者並びに地域子ども・子育て支援事業に

従事する者の確保及び資質の向上のために講ずる措置に関する事項

五 保護を要する子どもの養育環境の整備、児童福祉法第四条第二項に規定する障害児

に対して行われる保護並びに日常生活上の指導及び知識技能の付与その他の子どもに

関する専門的な知識及び技術を要する支援に関する施策の実施に関する事項

六 前号の施策の円滑な実施を図るために必要な市町村との連携に関する事項

３・４（略）

５ 都道府県は、都道府県子ども・子育て支援事業支援計画を定め、又は変更しようとす

るときは、あらかじめ、第七十七条第四項の審議会その他の合議制の機関を設置してい

る場合にあってはその意見を、その他の場合にあっては子どもの保護者その他子ども・

子育て支援に係る当事者の意見を聴かなければならない。

６（略）
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〇 教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の整備並びに子ども・子育て

支援給付及び地域子ども・子育て支援事業の円滑な実施を確保するための基本的な指針

（平成二十六年七月二日内閣府告示第百五十九号）

（教育・保育の見込みについて）

なお、都道府県子ども・子育て支援事業支援計画の作成に当たっては、市町村子ども・子育て支

援事業計画における数値を都道府県設定区域ごとに集計したものを基本として、これを更に都道府

県全域で集計した結果が、都道府県子ども・子育て支援事業支援計画における見込みの数値と整合

性がとれるよう、一の２(三)のに基づき都道府県は市町村に、一定期間ごとに報告を求める等の連

携を図るとともに、広域的な観点から市町村子ども・子育て支援事業計画を調整する必要があると

認められる場合には、十分な調整を図ること。

（基本指針第三「子ども・子育て支援事業計画の作成に関する事項」四「都道府県子ども・

子育て支援事業支援計画の作成に関する基本的記載事項」２「各年度における教育・保育

の量の見込み並びに実施しようとする教育・保育の提供体制の確保の内容及びその実施時

期に関する事項」（抜粋））

（点検及び評価について）

市町村及び都道府県は、各年度において、子ども・子育て支援事業計画に基づく施策の実施状況

（教育・保育施設や地域型保育事業の認可等の状況を含む。）や、これに係る費用の使途実績等に

ついて点検、評価し、この結果を公表するとともに、これに基づいて対策を実施すること。この場

合において、公立の教育・保育施設に係る施策の実施状況等についても、その対象とする必要があ

ることに留意が必要である。この際、この一連の過程を開かれたものとするため、地方版子ども・

子育て会議を活用することが望まれる。

評価においては、個別事業の進捗状況（アウトプット）に加え、計画全体の成果（アウトカム）

についても点検・評価することが重要である。子ども・子育て支援の推進においては、利用者の視

点に立った柔軟かつ総合的な取組が必要であり、このような取組を評価するため、利用者の視点に

立った指標を設定し、点検及び評価を行い、施策の改善につなげていくことが望まれる。

法の施行後、支給認定を受けた保護者の認定区分ごとの人数が、（略）当該認定区分に係る量の

見込みと大きく乖離している場合には、適切な基盤整備を行うため、計画の見直しが必要となる。

このため、市町村は、支給認定の状況を踏まえ、計画期間の中間年を目安として、必要な場合には、

市町村子ども・子育て支援事業計画の見直しを行うこと。都道府県においても、市町村子ども・子

育て支援事業計画の見直し状況等を踏まえ、必要な場合には、都道府県子ども・子育て支援事業支

援計画の見直しを行うこと。なお、この場合において見直し後の子ども・子育て支援事業計画の期

間は、当初の計画期間とすること。

（基本指針第三「子ども・子育て支援事業計画の作成に関する事項」六「その他」３「子ど

も・子育て支援事業計画の達成状況の点検及び評価」（抜粋））
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施設種別
H31.4.1
施設数

（A）

R2.4.1
施設数

（B）

施設数
増減

（B）-（A）

認定こども園 228 252 24

幼保連携型 188 204 16

幼稚園型 20 20 0

保育所型 18 26 8

地方裁量型 2 2 0

認定こども園でない幼稚園 117 108 -9

認定こども園でない保育所 365 351 -14

地
域
型
保
育
事
業

小規模保育 35 39 4

家庭的保育 5 5 0

事業所内保育 11 12 1

居宅訪問型保育 0 0 0

（注）上記施設数には，分園は含まない。

県における現状

１ 認定こども園等の状況

子ども・子育て支援新制度関連施設全体像

保育所
０～５歳

認定こども園 ０～５歳

幼稚園型 保育所型 地方裁量型

子ども・子育て支援法
～認定こども園・幼稚園・保育所・小規模保育など共通の財政

支援のための仕組み ～施設型給付

地域型保育給付

※私立保育所については、児童福祉法第24条により市町村が保育の
実施義務を担うことに基づく措置として、委託費を支弁

幼稚園
３～５歳

幼保連携型

３５１７８

２０ ２６

２０４

３０

２

小規模保育

R2.4.1現在

家庭的保育 居宅訪問型保育 事業所内保育

３９ ５ １２

【資料７】

資料７ - 5



【待機児童の定義（厚生労働省）】

○保育所等利用待機児童

調査日時点において,保育の必要性の認定(２号又は３号)がされ,特定教育・
保育施設(認定こども園の幼稚園機能部分及び幼稚園を除く。)又は特定地域
型保育事業の利用の申込がされているが,利用していないもの

・特定教育保育施設〔保育所，認定こども園（保育所機能部分），
幼稚園（一時預かり(幼稚園型)又は預かり保育の補助を受けて
いる施設）〕

・特定地域型保育事業〔小規模保育，家庭的保育，居宅訪問型保育，事業所内保育〕

２ 保育所等の待機児童数の推移

ちゅう

（注１）平成27年以降の認可定員及び利用児童数は，保育所，認定こども園（2・3号），地域型保育事業の数値
（注２）就学前児童数は，前年10月1日現在の鹿児島県年齢別人口推計結果

保育所等認可定員, 
37,520

39,518 40,869 41,050 41,732 42,067 
保育所等利用児童数,

38,836
40,256 40,983 41,024 41,122 41,348 

就学前児童数

89,496
85,117 84,398 

82,806 81,520 79,745 

保育所等待機児童数

182

295 

354

244

349 
322 
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80,000

90,000

100,000

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年 令和2年

人人

本県の保育所等待機児童数の推移（各年４月１日時点）
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市 町 村 名 計画見直し

待機児童あり 待機児童なし 待機児童あり 待機児童なし H30.3

1 鹿児島市 ○ ○
2 鹿屋市 ○ ○
3 枕崎市 ○ ○
4 阿久根市 ○
5 出水市 ○ ○
6 指宿市 ○ ○
7 西之表市 ○ ○
8 垂水市 ○ ○
9 薩摩川内市 ○ ○
10 日置市 ○ ○
11 曽於市 ○ ○
12 霧島市 ○ ○
13 いちき串木野市 ○ ○
14 南さつま市 ○ ○
15 志布志市 ○ ○
16 奄美市 ○ ○
17 南九州市 ○ ○
18 伊佐市 ○ ○
19 姶良市 ○ ○
20 三島村 ○
21 十島村 ○
22 さつま町 ○ ○
23 長島町 ○ ○
24 湧水町 ○ ○
25 大崎町 ○ ○
26 東串良町 ○
27 錦江町 ○ ○
28 南大隅町 ○
29 肝付町 ○ ○
30 中種子町 ○
31 南種子町 ○
32 屋久島町 ○
33 大和村 ○
34 宇検村 ○ ○
35 瀬戸内町 ○ ○
36 龍郷町 ○
37 喜界町 ○ ○
38 徳之島町 ○
39 天城町 ○
40 伊仙町 ○
41 和泊町 ○
42 知名町 ○ ○
43 与論町 ○ ○

計 7 29 1 6 29

確保方策の計画と実績に差が小さい確保方策の計画と実績に差が大きい

市町村子ども・子育て事業計画の確保策に係る平成３１年度計画と実績の一覧表
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の
確

保
方

策
（
利

用
定

員
総

数
）
に

係
る

平
成

３
１

年
度

計
画

と
実

績
と

の
比

較
に

つ
い

て

※
乖

離
率

±
10

％
以

上
で

あ
っ

て
，

乖
離

の
実

数
が

10
人

以
上

の
市

町
村

※
乖

離
率

±
10

％
未

満
で

あ
っ

て
，

乖
離

の
実

数
が

50
人

以
上

の
市

町
村

【資料７】
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（
１

）
　

確
保

方
策

（
利

用
定

員
総

数
）
の

平
成

３
１

年
度

計
画

と
実

績
に

差
が

小
さ

い
市

町
村

　
※

確
保

方
策

は
，

認
定

こ
ど

も
園

，
幼

稚
園

，
保

育
所

等
の

利
用

定
員

と
し

て
，

各
市

町
村

が
設

定
し

た
も

の

　
※

整
備

実
績

及
び

整
備

計
画

は
，

整
備

を
行

っ
た

年
度

の
確

保
方

策
に

反
映

さ
れ

る
も

の
と

次
年

度
の

確
保

方
策

に
反

映
さ

れ
る

も
の

が
あ

る
。

 ①
待

機
児

童
あ

り

○
奄

美
市

 １
号

 
 ２

号
３

号
計

画
(A

)
6
4
0

7
6
4

5
4
5

実
績

(B
)

6
8
5

7
5
3

5
5
1

(B
)-

(A
)

4
5

▲
 1

1
6

・平
成

３
１

年
４

月
か

ら
認

可
保

育
所

１
カ

所
及

び
地

域
型

保
育

事
業

所
２

箇
所

で
の

一
時

預
か

り
事

業
の

実
施

・令
和

２
年

４
か

ら
公

立
幼

稚
園

１
カ

所
の

幼
稚

園
型

認
定

こ
ど

も
園

へ
の

移
行

及
び

定
員

増
・令

和
２

年
４

月
か

ら
公

立
幼

稚
園

１
カ

所
の

定
員

増

0

10
0

20
0

30
0

40
0

50
0

60
0

70
0

80
0

90
0

１
号

２
号

３
号計

画
(A

)
実

績
(B

)

【資料７】
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（
２

）
　

確
保

方
策

（
利

用
定

員
総

数
）
の

平
成

３
１

年
度

計
画

と
実

績
に

差
が

大
き

い
市

町
村

　
※

確
保

方
策

は
，

認
定

こ
ど

も
園

，
幼

稚
園

，
保

育
所

等
の

利
用

定
員

と
し

て
，

各
市

町
村

が
設

定
し

た
も

の

　
※

整
備

実
績

及
び

整
備

計
画

は
，

整
備

を
行

っ
た

年
度

の
確

保
方

策
に

反
映

さ
れ

る
も

の
と

次
年

度
の

確
保

方
策

に
反

映
さ

れ
る

も
の

が
あ

る
。

 ①
待

機
児

童
あ

り

○
鹿

児
島

市
○

出
水

市

 １
号

 
 ２

号
３

号
 １

号
 

 ２
号

３
号

計
画

(A
)

1
0
,2

4
6

7
,1

0
5

6
,7

4
4

計
画

(A
)

8
4
2

9
3
3

6
7
8

実
績

(B
)

1
0
,1

9
9

6
,9

3
6

6
,5

1
2

実
績

(B
)

4
8
2

9
4
7

7
8
8

(B
)-

(A
)

▲
 4

7
▲

 1
6
9

▲
 2

3
2

(B
)-

(A
)

▲
 3

6
0

1
4

1
1
0

○
保

育
所

等
の

整
備

に
よ

り
定

員
の

拡
大

を
図

っ
て

い
る

も
の

の
、

保
育

士
等

の
不

足
に

よ
り

待
機

児
童

解
消

に
は

至
っ

て
い

な
い

。
今

後
は

、
関

係
機

関
と

連
携

し
た

保
育

士
等

確
保

事
業

や
、

保
育

士
・保

育
所

支
援

セ
ン

タ
ー

に
よ

る
潜

在
保

育
士

の
掘

り
起

こ
し

な
ど

、
職

員
確

保
に

積
極

的
に

取
り

組
む

と
と

も
に

、
認

可
保

育
所

等
の

定
員

増
な

ど
保

育
の

受
け

皿
確

保
を

促
進

す
る

こ
と

で
早

期
の

待
機

児
童

解
消

を
図

る
。

○
令

和
元

年
度

は
、

保
育

所
の

新
設

等
に

よ
り

、
2号

10
4人

、
3号

12
6人

増
。

○
令

和
2年

度
は

、
保

育
所

の
定

員
増

等
に

よ
り

、
2号

25
0人

、
3号

23
0人

増
予

定
。

○
　

補
助

金
等

を
活

用
し

て
園

舎
整

備
を

促
進

し
、

定
員

増
加

に
努

め
て

お
り

、
今

　
後

２
・
３

号
定

員
増

加
が

見
込

ま
れ

る
。

〇
　

１
号

認
定

の
計

画
と

実
績

の
差

異
が

多
く
、

今
後

検
証

が
必

要
で

あ
る

。

0

2,
00

0

4,
00

0

6,
00

0

8,
00

0

10
,0

00

12
,0

00

１
号

２
号

３
号

計
画

(A
)

実
績

(B
)

0

10
0

20
0

30
0

40
0

50
0

60
0

70
0

80
0

90
0

1,
00

0

１
号

２
号

３
号

計
画

(A
)

実
績

(B
)

【資料７】
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○
薩

摩
川

内
市

○
南

九
州

市

 １
号

 
 ２

号
３

号
 １

号
 

 ２
号

３
号

計
画

(A
)

1
,6

1
9

1
,4

2
2

1
,2

6
8

計
画

(A
)

2
5
6

4
9
6

4
2
8

実
績

(B
)

8
6
2

1
,5

0
8

1
,2

1
4

実
績

(B
)

1
7
8

5
7
1

4
4
2

(B
)-

(A
)

▲
 7

5
7

8
6

▲
 5

4
(B

)-
(A

)
▲

 7
8

7
5

1
4

　
１

号
認

定
に

よ
る

入
所

に
つ

い
て

は
，

公
立

幼
稚

園
の

利
用

者
が

定
員

に
対

し
て

大
幅

に
少

な
い

こ
と

か
ら

，
計

画
に

対
し

て
実

績
が

少
な

い
と

こ
ろ

で
す

。
　

２
号

認
定

及
び

３
号

認
定

に
よ

る
入

所
に

つ
い

て
は

，
共

働
き

世
帯

の
増

等
に

よ
る

保
育

ニ
ー

ズ
増

の
た

め
，

計
画

以
上

に
利

用
が

あ
る

状
況

で
す

。
今

後
，

市
内

各
施

設
の

意
向

を
継

続
的

に
調

査
す

る
と

と
も

に
，

保
育

士
確

保
策

も
検

討
し

，
ニ

ー
ズ

を
満

た
せ

る
よ

う
取

り
組

み
ま

す
。

1
号

ニ
ー

ズ
を

過
大

評
価

し
、

2
号

ニ
ー

ズ
を

過
小

評
価

し
た

た
め

、
今

後
認

定
こ

ど
も

園
等

に
お

い
て

1
号

と
2
号

の
定

員
変

更
を

促
進

す
る

。
3
号

に
つ

い
て

は
，

0
歳

児
の

計
画

値
を

過
大

評
価

し
，

1
-
2
歳

児
に

つ
い

て
は

、
計

画
値

を
過

小
評

価
し

た
。

今
後

は
受

入
れ

施
設

の
整

備
・
利

用
定

員
拡

充
を

促
進

す
る

。

0

20
0

40
0

60
0

80
0

1,
00

0

1,
20

0

1,
40

0

1,
60

0

1,
80

0

2,
00

0

１
号

２
号

３
号

計
画

(A
)

実
績

(B
)

0

10
0

20
0

30
0

40
0

50
0

60
0

１
号

２
号

３
号

計
画

(A
)

実
績

(B
)

【資料７】
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○
姶

良
市

○
大

和
村

 １
号

 
 ２

号
３

号
 １

号
 

 ２
号

３
号

計
画

(A
)

9
8
2

1
,3

8
3

1
,3

6
0

計
画

(A
)

5
2
1

1
2

実
績

(B
)

1
,0

8
1

1
,0

7
8

8
2
8

実
績

(B
)

1
8

6
0

2
1

(B
)-

(A
)

9
9

▲
 3

0
5

▲
 5

3
2

(B
)-

(A
)

1
3

3
9

9

２
号

・
３

号
の

量
の

見
込

み
に

つ
い

て
は

、
計

画
時

の
見

込
算

定
が

甘
か

っ
た

。
２

号
・
３

号
の

確
保

方
策

に
つ

い
て

は
、

新
規

施
設

の
整

備
及

び
弾

力
運

用
等

で
対

応
し

て
い

く
。

計
画

時
点

で
の

見
込

み
を

誤
っ

た
た

め
乖

離
し

た
。

次
期

計
画

で
修

正
を

図
る

。
今

後
は

，
小

規
模

保
育

園
の

定
員

を
増

や
し

た
り

，
児

童
を

村
外

に
通

園
さ

せ
て

い
る

保
護

者
へ

定
員

に
満

た
な

い
へ

き
地

保
育

所
を

周
知

す
る

な
ど

，
村

内
の

利
用

拡
充

を
図

っ
て

い
く
。

0

20
0

40
0

60
0

80
0

1,
00

0

1,
20

0

1,
40

0

1,
60

0

１
号

２
号

３
号計

画
(A

)
実

績
(B

)

010203040506070

１
号

２
号

３
号計

画
(A

)
実

績
(B

)

【資料７】
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○
天

城
町

 １
号

 
 ２

号
３

号
計

画
(A

)
1
1
0

1
3
9

7
8

実
績

(B
)

2
4

1
2
8

9
8

(B
)-

(A
)

▲
 8

6
▲

 1
1

2
0

１
号

認
定

に
つ

い
て

は
、

保
育

ニ
ー

ズ
の

増
加

に
伴

い
教

育
ニ

ー
ズ

が
減

少
し

て
お

り
、

３
号

認
定

に
つ

い
て

は
保

育
料

無
償

化
し

て
い

る
本

町
に

お
い

て
、

申
込

児
童

数
が

増
加

し
た

た
め

。

02040608010
0

12
0

14
0

16
0

１
号

２
号

３
号計

画
(A

)
実

績
(B

)

【資料７】
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（
２

）
　

確
保

方
策

（
利

用
定

員
総

数
）
の

平
成

３
１

年
度

計
画

と
実

績
に

差
が

大
き

い
市

町
村

②
待

機
児

童
な

し

○
鹿

屋
市

○
枕

崎
市

 １
号

 
 ２

号
３

号
 １

号
 

 ２
号

３
号

計
画

(A
)

1
,5

2
1

1
,8

6
8

1
,4

8
4

計
画

(A
)

2
6
5

2
9
5

2
0
5

実
績

(B
)

1
,4

2
1

1
,5

7
6

1
,4

5
9

実
績

(B
)

1
4
2

2
8
2

2
2
6

(B
)-

(A
)

▲
 1

0
0

▲
 2

9
2

▲
 2

5
(B

)-
(A

)
▲

 1
2
3

▲
 1

3
2
1

　
 計

画
に

対
し

実
績

が
下

回
っ

て
い

る
が

、
少

子
化

に
伴

い
、

第
２

期
計

画
期

間
に

お
い

て
、

計
画

と
実

績
の

乖
離

も
な

く
な

る
予

定
で

あ
る

。
　

 計
画

に
満

た
な

い
場

合
に

つ
い

て
は

、
定

員
の

弾
力

運
用

で
対

応
す

る
。

１
号

：
人

口
動

向
や

利
用

ニ
ー

ズ
等

を
勘

案
し

て
，

計
画

の
見

直
し

を
行

う
。

３
号

：
0
～

3
歳

児
の

利
用

が
見

込
み

よ
り

も
増

と
な

っ
た

。
人

口
動

向
や

利
用

ニ
ー

ズ
等

を
勘

案
し

て
，

計
画

の
見

直
し

を
行

う
。

0

20
0

40
0

60
0

80
0

1,
00

0

1,
20

0

1,
40

0

1,
60

0

1,
80

0

2,
00

0

１
号

２
号

３
号計

画
(A

)
実

績
(B

)

05010
0

15
0

20
0

25
0

30
0

35
0

１
号

２
号

３
号

計
画

(A
)

実
績

(B
)
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○
阿

久
根

市
○

指
宿

市

 １
号

 
 ２

号
３

号
 １

号
 

 ２
号

３
号

計
画

(A
)

1
5
5

2
7
0

2
6
0

計
画

(A
)

3
4
2

6
5
6

4
9
2

実
績

(B
)

1
0
5

3
3
7

2
6
3

実
績

(B
)

3
4
5

6
5
6

4
0
4

(B
)-

(A
)

▲
 5

0
6
7

3
(B

)-
(A

)
3

0
▲

 8
8

計
画

に
お

い
て

は
、

量
の

見
込

み
を

上
回

る
よ

う
確

保
方

策
を

立
て

て
い

た
が

、
実

際
に

は
保

育
園

等
の

定
員

増
に

繋
が

ら
な

か
っ

た
。

現
時

点
で

は
定

員
の

弾
力

化
に

よ
り

、
量

の
見

込
み

を
確

保
方

策
が

上
回

っ
て

い
る

た
め

、
現

行
の

体
制

で
対

応
し

て
い

く
。

現
在

の
利

用
実

績
及

び
将

来
推

計
値

を
参

考
に

令
和

２
年

度
以

降
の

計
画

値
を

修
正

す
る

。

05010
0

15
0

20
0

25
0

30
0

35
0

40
0

１
号

２
号

３
号計

画
(A

)
実

績
(B

)

0

10
0

20
0

30
0

40
0

50
0

60
0

70
0

80
0

１
号

２
号

３
号

計
画

(A
)

実
績

(B
)
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○
西

之
表

市
○

垂
水

市

 １
号

 
 ２

号
３

号
 １

号
 

 ２
号

３
号

計
画

(A
)

1
8
5

2
1
9

1
8
1

計
画

(A
)

1
8
2

1
5
8

1
2
5

実
績

(B
)

2
1
0

1
9
9

1
8
1

実
績

(B
)

1
5
0

1
8
7

1
2
3

(B
)-

(A
)

2
5

▲
 2

0
0

(B
)-

(A
)

▲
 3

2
2
9

▲
 2

○
　

幼
稚

園
か

ら
認

定
こ

ど
も

園
へ

の
移

行
予

定
が

あ
り

中
間

年
に

見
直

し
（
1
号

2
1
0
→

1
8
5
）
を

行
っ

た
が

、
幼

稚
園

（
新

制
度

）
へ

移
行

し
た

こ
と

に
よ

り
1
号

利
用

定
員

が
減

少
し

な
か

っ
た

こ
と

に
よ

る
乖

離
。

１
号

認
定

に
つ

い
て

は
、

無
償

化
に

伴
う

１
号

認
定

の
定

員
減

が
あ

っ
た

た
め

。
２

号
認

定
に

つ
い

て
は

、
１

号
認

定
の

定
員

減
分

を
２

号
分

に
追

加
し

た
た

め
。

0

10
0

20
0

30
0

40
0

50
0

60
0

70
0

１
号

２
号

３
号計

画
(A

)
実

績
(B

)

0

10
0

20
0

30
0

40
0

50
0

60
0

70
0

１
号

２
号

３
号

計
画

(A
)

実
績

(B
)

05010
0

15
0

20
0

25
0

１
号

２
号

３
号計

画
(A

)
実

績
(B

)

02040608010
0

12
0

14
0

16
0

18
0

20
0

１
号

２
号

３
号

計
画

(A
)

実
績

(B
)

【資料７】
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○
日

置
市

○
曽

於
市

 １
号

 
 ２

号
３

号
 １

号
 

 ２
号

３
号

計
画

(A
)

6
6
0

6
8
4

4
9
6

計
画

(A
)

3
1
1

5
9
8

4
6
0

実
績

(B
)

5
0
4

6
9
8

5
4
9

実
績

(B
)

3
2
0

5
2
8

4
6
0

(B
)-

(A
)

▲
 1

5
6

1
4

5
3

(B
)-

(A
)

9
▲

 7
0

0

「
幼

稚
園

」
か

ら
「
こ

ど
も

園
」
へ

の
移

行
が

あ
っ

た
た

め
乖

離
し

た
。

定
数

変
更

に
よ

り
乖

離
幅

は
減

少
す

る
と

考
え

る
。

1
号

認
定

に
つ

い
て

は
、

新
制

度
移

行
の

幼
稚

園
の

園
児

数
を

定
員

数
で

見
込

ん
で

い
た

が
、

市
外

利
用

の
園

児
も

多
数

お
り

想
定

し
た

人
数

に
至

ら
な

か
っ

た
こ

と
に

よ
る

乖
離

で
あ

る
。

第
2
期

計
画

で
も

経
過

を
見

つ
つ

変
更

を
行

い
た

い
。

0

10
0

20
0

30
0

40
0

50
0

60
0

70
0

80
0

１
号

２
号

３
号

計
画

(A
)

実
績

(B
)

0

10
0

20
0

30
0

40
0

50
0

60
0

70
0

１
号

２
号

３
号

計
画

(A
)

実
績

(B
)

【資料７】
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○
霧

島
市

○
い

ち
き

串
木

野
市

 １
号

 
 ２

号
３

号
 １

号
 

 ２
号

３
号

計
画

(A
)

1
,9

4
4

1
,8

5
9

1
,8

1
1

計
画

(A
)

3
7
5

3
5
9

2
9
1

実
績

(B
)

1
,9

1
9

1
,8

2
2

1
,5

9
4

実
績

(B
)

3
1
5

3
4
3

2
9
2

(B
)-

(A
)

▲
 2

5
▲

 3
7

▲
 2

1
7

(B
)-

(A
)

▲
 6

0
▲

 1
6

1

年
次

的
に

定
員

増
を

伴
う

施
設

整
備

を
計

画
し

て
お

り
、

3
号

認
定

児
の

定
員

増
や

恒
常

的
に

弾
力

的
運

用
に

対
応

し
て

い
る

園
な

ど
へ

の
定

員
の

見
直

し
な

ど
の

協
力

を
施

設
に

求
め

、
利

用
定

員
の

確
保

を
図

る
予

定
と

し
て

い
る

。
利

用
実

績
及

び
今

後
の

量
の

見
込

み
を

勘
案

し
，

確
保

の
計

画
を

見
直

す
。

0

50
0

1,
00

0

1,
50

0

2,
00

0

2,
50

0

１
号

２
号

３
号計

画
(A

)
実

績
(B

)

05010
0

15
0

20
0

25
0

30
0

35
0

40
0

１
号

２
号

３
号

計
画

(A
)

実
績

(B
)

【資料７】
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○
南

さ
つ

ま
市

○
志

布
志

市

 １
号

 
 ２

号
３

号
 １

号
 

 ２
号

３
号

計
画

(A
)

2
9
5

4
9
7

4
1
5

計
画

(A
)

2
0
5

7
0
2

5
5
9

実
績

(B
)

2
4
6

5
4
5

4
2
5

実
績

(B
)

2
4
2

6
6
2

5
7
0

(B
)-

(A
)

▲
 4

9
4
8

1
0

(B
)-

(A
)

3
7

▲
 4

0
1
1

令
和

元
年

度
よ

り
認

定
こ

ど
も

園
が

６
園

増
え

た
こ

と
に

伴
う

乖
離

。
2
号

の
実

績
は

4
0
名

減
で

あ
っ

た
が

，
全

体
の

利
用

定
員

は
増

加
し

て
い

る
た

め
問

題
な

い
。

1
号

に
つ

い
て

は
、

幼
稚

園
の

利
用

児
童

が
定

員
に

対
し

て
少

な
か

っ
た

も
の

。
（
定

員
1
6
0
名

→
入

園
者

1
3
0
名

）

1
号

と
2
号

の
現

状
を

ふ
ま

え
た

計
画

の
見

直
し

を
検

討
す

る
。

0

10
0

20
0

30
0

40
0

50
0

60
0

１
号

２
号

３
号計

画
(A

)
実

績
(B

)

0

10
0

20
0

30
0

40
0

50
0

60
0

70
0

80
0

１
号

２
号

３
号計

画
(A

)
実

績
(B

)

【資料７】
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○
さ

つ
ま

町
○

長
島

町

 １
号

 
 ２

号
３

号
 １

号
 

 ２
号

３
号

計
画

(A
)

2
2
5

3
6
5

2
5
0

計
画

(A
)

1
2
5

2
1
1

2
0
1

実
績

(B
)

1
1
0

4
0
6

2
5
6

実
績

(B
)

1
2
5

2
1
9

1
6
3

(B
)-

(A
)

▲
 1

1
5

4
1

6
(B

)-
(A

)
0

8
▲

 3
8

施
設

に
よ

り
利

用
人

数
の

偏
り

が
あ

り
，

利
用

定
員

数
の

減
数

を
行

っ
た

。

・
計

画
策

定
時

点
に

お
い

て
認

定
こ

ど
も

園
移

行
予

定
の

施
設

が
1
号

定
員

数
見

直
し

を
行

っ
て

い
な

か
っ

た
た

め
の

乖
離

。
認

定
こ

ど
も

園
移

行
時

に
定

員
数

見
直

し
済

。
・
利

用
実

績
及

び
今

後
の

量
の

見
込

み
を

勘
案

し
，

2
号

認
定

枠
の

見
直

し
等

対
応

を
実

施
す

る
。

05010
0

15
0

20
0

25
0

30
0

35
0

40
0

１
号

２
号

３
号計

画
(A

)
実

績
(B

)

05010
0

15
0

20
0

25
0

１
号

２
号

３
号計

画
(A

)
実

績
(B

)

【資料７】
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○
湧

水
町

○
大

崎
町

 １
号

 
 ２

号
３

号
 １

号
 

 ２
号

３
号

計
画

(A
)

2
1
0

1
5
7

7
0

計
画

(A
)

8
0

2
2
4

2
0
6

実
績

(B
)

5
1
4
3

9
2

実
績

(B
)

9
5

2
0
9

2
0
6

(B
)-

(A
)

▲
 2

0
5

▲
 1

4
2
2

(B
)-

(A
)

1
5

▲
 1

5
0

認
定

こ
ど

も
園

の
１

号
利

用
定

員
数

が
増

え
た

た
め

，
第

２
期

計
画

に
反

映
さ

せ
て

対
応

す
る

。
保

育
ニ

ー
ズ

が
多

か
っ

た
た

め
（
待

機
児

童
な

し
）

今
後

は
出

生
数

を
予

測
し

て
計

画
を

た
て

る
。

05010
0

15
0

20
0

25
0

１
号

２
号

３
号

計
画

(A
)

実
績

(B
)

05010
0

15
0

20
0

25
0

１
号

２
号

３
号計

画
(A

)
実

績
(B

)

【資料７】
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○
東

串
良

町
○

錦
江

町

 １
号

 
 ２

号
３

号
 １

号
 

 ２
号

３
号

計
画

(A
)

3
5

1
2
4

9
1

計
画

(A
)

1
4
0

8
5

1
3
5

実
績

(B
)

5
0

1
0
8

1
2
1

実
績

(B
)

1
2
0

6
5

9
5

(B
)-

(A
)

1
5

▲
 1

6
3
0

(B
)-

(A
)

▲
 2

0
▲

 2
0

▲
 4

0

1
号

2
号

は
満

3
歳

児
の

教
育

ニ
ー

ズ
が

多
か

っ
た

た
め

。
3
号

は
定

住
促

進
事

業
の

転
入

に
よ

る
途

中
入

所
が

多
か

っ
た

た
め

乖
離

が
あ

っ
た

。
1
号

2
号

は
，

定
員

の
見

直
し

を
施

設
側

と
協

議
し

，
3
号

に
つ

い
て

は
，

弾
力

的
な

運
用

で
対

応
す

る
。

人
口

減
少

に
伴

い
、

利
用

希
望

も
減

少
し

て
い

く
傾

向
に

あ
る

た
め

次
期

計
画

で
検

討
。

030609012
0

15
0

１
号

２
号

３
号計

画
(A

)
実

績
(B

)

02040608010
0

12
0

14
0

16
0

18
0

１
号

２
号

３
号計

画
(A

)
実

績
(B

)

【資料７】
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○
南

大
隅

町
○

肝
付

町

 １
号

 
 ２

号
３

号
 １

号
 

 ２
号

３
号

計
画

(A
)

1
2
0

1
1
7

5
3

計
画

(A
)

2
2
0

2
3
1

1
8
9

実
績

(B
)

1
6

8
6

6
6

実
績

(B
)

2
3
0

2
7
2

1
9
5

(B
)-

(A
)

▲
 1

0
4

▲
 3

1
1
3

(B
)-

(A
)

1
0

4
1

6

無
償

化
の

取
り

組
み

及
び

共
働

き
世

帯
・
ひ

と
り

親
世

帯
等

の
増

加
に

よ
り

，
保

育
ニ

ー
ズ

が
増

え
た

た
め

。
年

々
、

過
疎

化
に

伴
い

入
所

者
数

は
少

し
づ

つ
減

傾
向

に
は

あ
る

が
、

積
極

的
に

受
け

入
れ

は
行

っ
て

い
る

。
近

年
、

0
歳

か
ら

2
歳

児
に

関
し

て
は

、
女

性
の

就
業

率
の

上
昇

に
よ

る
保

育
ﾆ
ｰ

ｽ
ﾞの

上
昇

が
考

え
ら

れ
る

。

030609012
0

15
0

１
号

２
号

３
号計

画
(A

)
実

績
(B

)

05010
0

15
0

20
0

25
0

30
0

１
号

２
号

３
号計

画
(A

)
実

績
(B

)

【資料７】
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○
中

種
子

町
○

南
種

子
町

 １
号

 
 ２

号
３

号
 １

号
 

 ２
号

３
号

計
画

(A
)

9
1

1
1
2

6
0

計
画

(A
)

4
0

9
9

1
0
2

実
績

(B
)

4
5

1
4
0

8
3

実
績

(B
)

6
6

1
1
7

1
0
2

(B
)-

(A
)

▲
 4

6
2
8

2
3

(B
)-

(A
)

2
6

1
8

0

共
働

き
家

庭
が

増
え

た
こ

と
に

よ
り

，
1
号

が
減

少
し

2
号

が
増

加
し

た
た

め
乖

離
し

た
。

共
働

き
家

庭
が

増
加

傾
向

に
あ

る
た

め
，

子
育

て
家

庭
の

希
望

に
沿

え
る

よ
う

に
対

応
で

き
る

よ
う

，
定

員
の

変
更

を
行

う
。

計
画

策
定

時
の

見
込

み
が

甘
か

っ
た

た
め

030609012
0

15
0

１
号

２
号

３
号計

画
(A

)
実

績
(B

)

030609012
0

15
0

１
号

２
号

３
号計

画
(A

)
実

績
(B

)

【資料７】
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○
屋

久
島

町
○

瀬
戸

内
町

 １
号

 
 ２

号
３

号
 １

号
 

 ２
号

３
号

計
画

(A
)

2
1
5

1
7
6

1
3
4

計
画

(A
)

1
3
0

1
3
4

1
3
3

実
績

(B
)

1
6
5

1
8
0

1
3
3

実
績

(B
)

1
5
5

1
3
4

1
3
3

(B
)-

(A
)

▲
 5

0
4

▲
 1

(B
)-

(A
)

2
5

0
0

公
立

幼
稚

園
に

お
い

て
3
年

保
育

を
実

施
し

た
こ

と
に

伴
う

1
号

認
定

の
増

加
を

見
込

ん
で

い
な

か
っ

た
た

め
。

1
号

認
定

は
幼

稚
園

入
園

希
望

者
が

増
え

た
こ

と
に

よ
り

乖
離

が
生

じ
た

。
定

員
数

ま
た

は
ク

ラ
ス

増
の

分
を

次
期

計
画

で
は

計
上

す
る

。

幼
児

教
育

無
償

化
で

教
育

ニ
ー

ズ
か

ら
保

育
ニ

ー
ズ

に
移

っ
た

ケ
ー

ス
が

多
か

っ
た

。

05010
0

15
0

20
0

25
0

１
号

２
号

３
号計

画
(A

)
実

績
(B

)

030609012
0

15
0

18
0

１
号

２
号

３
号計

画
(A

)
実

績
(B

)

【資料７】
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○
龍

郷
町

○
喜

界
町

 １
号

 
 ２

号
３

号
 １

号
 

 ２
号

３
号

計
画

(A
)

2
0

1
7
0

1
3
0

計
画

(A
)

9
5

6
5

6
6

実
績

(B
)

1
0
5

1
3
9

1
4
9

実
績

(B
)

1
2
5

4
9

7
2

(B
)-

(A
)

8
5

▲
 3

1
1
9

(B
)-

(A
)

3
0

▲
 1

6
6

へ
き

地
保

育
所

の
確

保
方

策
を

2
号

認
定

に
の

み
計

上
し

た
た

め
，

乖
離

が
生

じ
た

。
次

期
計

画
で

は
1
号

認
定

に
掲

げ
る

。
3
号

認
定

は
小

規
模

保
育

所
Ｂ

の
新

設
に

よ
り

乖
離

を
な

く
す

。

公
立

幼
稚

園
に

お
い

て
3
年

保
育

を
実

施
し

た
こ

と
に

伴
う

1
号

認
定

の
増

加
を

見
込

ん
で

い
な

か
っ

た
た

め
，

1
号

認
定

，
2
号

認
定

で
乖

離
が

生
じ

た
。

02040608010
0

12
0

14
0

16
0

18
0

20
0

１
号

２
号

３
号計

画
(A

)
実

績
(B

)

030609012
0

15
0

１
号

２
号

３
号計

画
(A

)
実

績
(B

)
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○
徳

之
島

町
○

伊
仙

町

 １
号

 
 ２

号
３

号
 １

号
 

 ２
号

３
号

計
画

(A
)

2
8
0

1
8
0

1
5
0

計
画

(A
)

5
3

1
4
0

1
1
8

実
績

(B
)

2
8
0

1
8
0

1
7
9

実
績

(B
)

7
1

1
4
3

1
2
4

(B
)-

(A
)

0
0

2
9

(B
)-

(A
)

1
8

3
6

3
号

（
0
・
1
歳

児
）
の

保
育

ニ
ー

ズ
が

高
い

た
め

、
待

機
児

童
も

想
定

さ
れ

る
。

保
育

士
確

保
等

の
対

策
を

検
討

中
。

定
員

計
画

の
変

更
と

保
育

ニ
ー

ズ
の

増
加

に
よ

る
乖

離
。

今
後

は
、

定
員

変
更

等
に

合
わ

せ
て

定
員

計
画

の
見

直
し

を
行

う
。

05010
0

15
0

20
0

25
0

30
0

１
号

２
号

３
号計

画
(A

)
実

績
(B

)

02040608010
0

12
0

14
0

16
0

１
号

２
号

３
号計

画
(A

)
実

績
(B

)
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○
与

論
町

 １
号

 
 ２

号
３

号
計

画
(A

)
4
5

1
3
6

1
0
5

実
績

(B
)

1
6

1
3
6

9
2

(B
)-

(A
)

▲
 2

9
0

▲
 1

3

1
号

認
定

は
，

こ
れ

ま
で

、
私

立
認

定
こ

ど
も

園
は

多
子

軽
減

区
分

の
関

係
で

、
2
号

認
定

の
子

ど
も

を
1
号

認
定

に
区

分
変

更
し

、
多

子
軽

減
の

幅
を

広
げ

る
こ

と
で

利
用

者
の

負
担

額
を

減
ら

す
方

法
を

と
っ

て
い

た
（
1
号

認
定

に
な

っ
た

こ
と

に
よ

り
午

後
の

預
か

り
は

私
立

独
自

の
プ

ラ
ン

に
よ

り
対

応
）
が

、
無

償
化

に
伴

い
独

自
プ

ラ
ン

を
利

用
す

る
必

要
が

無
く
な

り
、

結
果

、
1
号

認
定

こ
ど

も
数

が
減

少
し

、
2
号

認
定

の
子

ど
も

が
増

加
し

た
た

め
。

3
号

認
定

は
，

出
生

数
の

減
少

の
た

め

02040608010
0

12
0

14
0

16
0

18
0

20
0

１
号

２
号

３
号計

画
(A

)
実

績
(B

)
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２
認

定
こ

ど
も

園
に
お

け
る

教
育

・
保
育

の
一

体
的

提
供
と

推
進

体
制

(
1
)

認
定

こ
ど

も
園

へ
の

移
行

に
必

要
な

整
備

等
の

促
進

施
策

等
令

和
元

年
度

課
題

等
令

和
２

年
度

の
取

組
予

定
（

担
当

課
）

本
県

の
具

体
的

取
組

安
心

こ
ど

も
基

金
総

１
保

育
所

等
緊

急
整

備
事

業
基

金
残

額
の

活
用

に
よ

る
保

１
保

育
所

等
緊

急
整

備
事

業
合

対
策

事
業

<
1
>

目
的

育
所

の
整

備
促

進
等

(
子

育
て

支
援

課
)

認
定

こ
ど

も
園

（
保

育
所

機
能

部
分

）
の

施
設

整
備

に
要

す
る

費
用

の
２

市
２

施
設

一
部

を
補

助
し

，
子

ど
も

を
安

心
し

て
育

て
る

こ
と

が
で

き
る

よ
う

体
制

整
備

を
図

る
。

<
2
>

実
施

状
況

・
成

果
等

０
市

０
施

設
２

認
定

こ
ど

も
園

整
備

事
業

２
認

定
こ

ど
も

園
整

備
事

業
<
1
>

目
的

０
市

０
施

設
認

定
こ

ど
も

園
（

幼
稚

園
機

能
部

分
）

の
施

設
整

備
に

要
す

る
費

用
の

一
部

を
補

助
し

，
子

ど
も

を
安

心
し

て
育

て
る

こ
と

が
で

き
る

よ
う

体
制

整
備

を
図

る
。

<
2
>

実
施

状
況

・
成

果
等

０
市

０
施

設

子
ど

も
・

子
育

て
支

○
認

定
こ

ど
も

園
施

設
整

備
事

業
市

町
村

の
計

画
的

な
整

備
に

○
認

定
こ

ど
も

園
整

備
事

業
援

総
合

対
策

事
業

<
1
>

目
的

対
応

す
る

た
め

の
十

分
な

予
（

子
育

て
支

援
課

）
認

定
こ

ど
も

園
（

幼
稚

園
機

能
部

分
）

の
施

設
整

備
に

要
す

る
費

用
の

算
（

国
費

）
を

確
保

す
る

必
・

認
定

こ
ど

も
園

整
備

一
部

を
補

助
し

，
子

ど
も

を
安

心
し

て
育

て
る

こ
と

が
で

き
る

よ
う

体
制

要
が

あ
る

。
９

市
町

1
4
施

設
整

備
を

図
る

。
<
2
>

実
施

状
況

・
成

果
等

・
認

定
こ

ど
も

園
整

備
：

1
1
市

町
1
8
施

設

保
育

所
等

整
備

交
付

<
1
>

目
的

市
町

村
の

計
画

的
な

整
備

に
・

保
育

所
等

整
備

金
保

育
所

，
認

定
こ

ど
も

園
（

保
育

所
機

能
部

分
）

等
の

施
設

整
備

に
要

対
応

す
る

た
め

の
十

分
な

予
1
5
市

町
（

１
市

）
2
6
施

設
（

１
施

設
）

(
子

育
て

支
援

課
)

す
る

費
用

の
一

部
を

補
助

し
，

保
育

所
等

待
機

児
童

の
解

消
等

を
図

る
。

算
（

国
費

）
を

確
保

す
る

必
・

防
音

壁
整

備
１

市
２

施
設

<
2
>

実
施

状
況

・
成

果
等

要
が

あ
る

。
・

防
犯

対
策

整
備

１
市

１
施

設
・

保
育

所
等

整
備

：
1
5
市

町
3
5
施

設
※

(
)
は

，
令

和
元

年
度

か
ら

の
繰

越
・

防
音

壁
整

備
：

１
市

３
施

設
・

防
犯

対
策

整
備

：
２

市
町

２
施

設
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＜
参

考
＞

保
育

所
等

の
整

備
状

況

※
複

数
年

度
事

業
に

つ
い

て
は

，
事

業
完

了
年

度
の

繰
越

等
に

含
む

(
2
)

幼
稚

園
教

諭
と

保
育

士
の

合
同

研
修

に
対

す
る

支
援

施
策

等
令

和
元

年
度

課
題

等
令

和
２

年
度

の
取

組
予

定
（

担
当

課
）

本
県

の
具

体
的

取
組

保
育

教
諭

研
修

<
1
>

目
的

研
修

内
容

の
一

層
の

充
実

保
育

教
諭

研
修

（
子

育
て

支
援

課
）

教
育

と
保

育
の

一
体

的
提

供
な

ど
に

つ
い

て
の

研
修

を
実

施
す

る
こ

と
に

よ
り

，
幼

保
連

携
型

認
定

こ
ど

も
園

の
保

育
教

諭
等

の
質

の
向

上
を

図
・

実
施

日
：

令
和

1
1
月

1
0
日

～
1
1
日

る
。

・
場

所
：

マ
リ

ン
パ

レ
ス

か
ご

し
ま

<
2
>

実
施

状
況

・
成

果
等

・
定

員
：

1
0
0
名

・
実

施
日

：
令

和
元

年
1
1
月

５
日

～
1
1
月

６
日

・
研

修
内

容
：

・
場

所
：

マ
リ

ン
パ

レ
ス

か
ご

し
ま

①
絵

本
に

つ
い

て
・

参
加

人
数

：
1
1
月

５
日

(
8
9
人

)
，

６
日

(
9
3
人

)
②

幼
児

教
育

に
つ

い
て

・
研

修
内

容
：

①
絵

本
の

読
み

聞
か

せ
に

つ
い

て
③

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

研
修

②
３

～
５

歳
児

の
発

達
と

教
育

・
保

育
に

つ
い

て
④

特
別

支
援

教
育

・
保

育
に

つ
い

て
③

特
別

支
援

教
育

・
保

育
に

つ
い

て
⑤

０
～

２
歳

児
の

発
達

と
教

育
・

保
育

④
乳

幼
児

の
感

染
症

・
食

物
ア

レ
ル

ギ
ー

と
そ

の
対

応
に

つ
い

て
に

つ
い

て
⑥

乳
幼

児
の

感
染

症
と

そ
の

対
応

に
つ

い
て

H
2
5

繰
越

H
2
6

H
2
6

繰
越

H
2
7

H
2
7

繰
越

H
2
8

H
2
8

繰
越

H
2
9

H
2
9

繰
越

等
H

3
0

H
3
0

繰
越

等
R

元
R
元

繰
越

等
R

2

11
33

8
17

12
16

8
22

2
30

9
28

8
14

21
8

う
ち

定
員

増
を

伴
う

整
備

箇
所

数
9

27
6

14
7

12
4

16
2

14
4

16
5

5
14

1

整
備

に
伴

う
定

員
増

人
数

（
人

）
27

0
1,
02

5
13

0
58

7
14

6
54

9
63

52
7

63
48

8
48

68
5

45
1
45

4,
77

1

計

整
備

箇
所

数

H
2
6
年

度
H

2
7
年

度
H

2
8
年

度
H

2
9
年

度
H

3
0
年

度
※

R
２

年
度

※

（
計

画
）

R
元

年
度

※
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３
地

域
子

ど
も

・
子
育

て
支

援
事

業
の
推

進

施
策

等
令

和
元

年
度

課
題

等
令

和
２

年
度

の
取

組
予

定
（

担
当

課
）

本
県

の
具

体
的

取
組

地
域

子
ど

も
・

子
育

<
1
>

目
的

市
町

村
計

画
の

目
標

に
到

達
地

域
の

実
情

に
応

じ
，

市
町

村
が

地
域

子
て

支
援

事
業

市
町

村
が

地
域

の
実

情
に

応
じ

て
行

う
子

ど
も

に
対

す
る

教
育

及
び

保
で

き
る

よ
う

，
市

町
村

に
対

ど
も

・
子

育
て

支
援

事
業

を
実

施
（

子
育

て
支

援
課

）
育

並
び

に
保

護
者

に
対

す
る

子
育

て
支

援
の

総
合

的
な

提
供

を
支

援
す

る
し

，
積

極
的

な
取

組
を

働
き

た
め

の
交

付
金

を
交

付
し

，
地

域
の

子
ど

も
・

子
育

て
支

援
の

充
実

を
図

か
け

る
必

要
が

あ
る

。
る

。
<
2
>

実
施

状
況

・
成

果
等

次
頁

の
と

お
り
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地
域

子
ど

も
・

子
育

て
支

援
事

業
の

実
施

状
況

（
令

和
元

年
度

）

事
業

名
実

施
市

町
村

数
実

施
箇

所
数

事
業
内

容

利
用
者

支
援

事
業

２
３

市
町

村
４

１
か

所
子

ど
も

又
は

そ
の

保
護

者
の

身
近

な
場

所
で

、
教

育
・

保
育

施
設

や
地

域
の

子
育

て
支
援

事
業
等

の
情

報
提
供

及
び

必
要
に

応
じ

て
相

談
・

助
言

等
を

行
う

と
と

も
に

、
関

係
機

関
と

の
連

絡
調

整
等

を
実
施

す
る
事

業
で

す
。

延
長
保

育
事

業
３
２

市
町

４
６
８

か
所

保
育
認

定
を

受
け

た
子

ど
も

に
つ

い
て

、
通

常
の

利
用

日
及

び
利

用
時

間
以

外
の

日
及
び

時
間
に

お
い

て
、
認

定
こ

ど
も
園

、
保

育
所

等
で

保
育

を
実

施
す

る
事

業
で

す
。

実
費
徴

収
に

係
る

補
足

保
護
者

の
世

帯
所

得
の

状
況

等
を

勘
案

し
て

、
特

定
教

育
・

保
育

施
設

等
に

対
し

て
保
護

者
が
支

払
う

べ
き
日

用
給

付
を

行
う

事
業

１
７

市
町

品
、
文

房
具

そ
の

他
の

教
育

・
保

育
に

必
要

な
物

品
の

購
入

に
要

す
る

費
用

又
は

行
事
へ

の
参
加

に
要

す
る
費

用
等

を
助
成

す
る

事
業

で
す

。
多

様
な

事
業

者
の

参
入

２
市

３
か

所
特

定
教

育
・

保
育

施
設

等
へ

の
民

間
事

業
者

の
参

入
の

促
進

に
関

す
る

調
査

研
究

そ
の
他

の
多
様

な
事

業
者
の

能
力

促
進
・

能
力

活
用

事
業

を
活
用

し
た

特
定

教
育

・
保

育
施

設
等

の
設

置
ま

た
は

運
営

を
促

進
す

る
事

業
で

す
。

放
課
後

児
童

健
全

育
成

保
護
者

が
労

働
等

に
よ

り
昼

間
家

庭
に

い
な

い
小

学
校

に
就

学
し

て
い

る
児

童
に

対
し
、

授
業
の

終
了

後
に
小

学
校

事
業

４
０

市
町

村
６

１
１

か
所

の
余
裕

教
室

、
児

童
館

等
を

利
用

し
て

適
切

な
遊

び
及

び
生

活
の

場
を

与
え

て
、

そ
の
健

全
な
育

成
を

図
る
事

業
で

す
。

子
育
て

短
期

支
援

事
業

１
３

市
町

ｼ
ｮｰ
ﾄ
ｽ
ﾃ
ｲ2
9
か
所

保
護

者
の

疾
病

等
の

理
由

に
よ

り
家

庭
に

お
い

て
養

育
を

受
け

る
こ

と
が

一
時

的
に

困
難

と
な

っ
た

児
童

に
つ

い
ﾄ
ﾜｲ
ﾗ
ｲ
ﾄ
ｽﾃ
ｲ
5か

所
て

、
児

童
養

護
施

設
等

に
入

所
さ

せ
、

必
要

な
保

護
を

行
う

事
業

で
す

。
乳

児
家

庭
全

戸
訪

問
事

３
３
市

町
村

生
後

4
か

月
ま

で
の

乳
児

の
い

る
全

て
の

家
庭

を
訪

問
し

、
子

育
て

支
援

に
関

す
る

情
報

提
供

や
養

育
環

境
等

の
把

業
握

を
行

う
事

業
で

す
。

養
育
支

援
訪

問
事

業
１

６
市

町
村

養
育
支

援
が

特
に

必
要

な
家

庭
に

対
し

て
、

そ
の

居
宅

を
訪

問
し

、
養

育
に

関
す

る
指
導

・
助
言

等
を

行
う
こ

と
に

よ
り
、

当
該

家
庭

の
適

切
な

養
育

の
実

施
を

確
保

す
る

事
業

で
す

。
子

ど
も

を
守

る
地

域
ネ

要
保
護

児
童

対
策

協
議

会
（

子
ど

も
を

守
る

地
域

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

）
の

機
能

強
化

を
図
る

た
め
、

調
整

機
関
職

員
や

ッ
ト
ワ

ー
ク

機
能

強
化

４
市

町
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
構

成
員

（
関

係
機

関
）

の
専

門
性

強
化

と
、

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

機
関

間
の
連

携
強
化

を
図

る
取
組

を
実

事
業

施
す
る

事
業

で
す

。
家

庭
に

お
い

て
保

育
を

受
け

る
こ

と
が

一
時

的
に

困
難

と
な

っ
た

乳
幼

児
に

つ
い

て
、
主

と
し
て

昼
間

に
お
い

て
、

一
時
預

か
り

事
業

３
２

市
町

村
３

９
５

か
所

認
定
こ

ど
も

園
、

幼
稚

園
、

保
育

所
、

地
域

子
育

て
支

援
拠

点
そ

の
他

の
場

所
で

一
時
的

に
預
か

り
、

必
要
な

保
護

を
行
う

事
業

で
す

。
地

域
子

育
て

支
援

拠
点

３
８

市
町

村
１

０
６

か
所

乳
幼
児

及
び

そ
の

保
護

者
が

相
互

の
交

流
を

行
う

場
所

を
開

設
し

、
子

育
て

に
つ

い
て
の

相
談
、

情
報

の
提
供

、
助

事
業

言
そ
の

他
の

援
助

を
行

う
事

業
で

す
。

病
児
保

育
事

業
２
３

市
町

６
９
か

所
病

児
に

つ
い

て
、

病
院

・
保

育
所

等
に

付
設

さ
れ

た
専

用
ス

ペ
ー

ス
等

に
お

い
て

、
看
護

師
等
が

一
時

的
に
保

育
等

を
実
施

す
る

事
業

で
す

。
フ

ァ
ミ

リ
ー

サ
ポ

ー
ト

乳
幼
児

や
小

学
生

等
の

児
童

を
有

す
る

子
育

て
中

の
保

護
者

を
会

員
と

し
て

、
児

童
の
預

か
り
等

の
援

助
を
受

け
る

セ
ン
タ

ー
事

業
２
０

市
町

２
０
か

所
こ

と
を

希
望

す
る

者
と

、
当

該
援

助
を

行
う

こ
と

を
希

望
す

る
者

と
の

相
互

援
助

活
動
に

関
す
る

連
絡

、
調
整

を
行

う
事
業

で
す

。
※

実
施

箇
所

数
に

つ
い

て
は

，
事

業
の

実
施

箇
所

を
記

載
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４
教

育
・

保
育

に
従
事

す
る

者
の

確
保
と

資
質

の
向
上

(
1
)

確
保

方
策

施
策

等
令

和
元

年
度

課
題

等
令

和
２

年
度

の
取

組
予

定
（

担
当

課
）

本
県

の
具

体
的

取
組

保
育

士
の

人
材

育
成

<
1
>

目
的

特
例

制
度

の
利

用
促

進
保

育
士

の
人

材
育

成
（

子
育

て
支

援
課

）
認

定
こ

ど
も

園
制

度
へ

の
円

滑
な

移
行

・
促

進
を

図
る

た
め

，
県

ホ
ー

ム
引

き
続

き
県

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

に
お

い
て

ペ
ー

ジ
に

お
い

て
幼

稚
園

教
諭

免
許

状
を

有
す

る
者

の
保

育
士

資
格

取
得

特
周

知
を

行
う

。
例

制
度

を
掲

載
し

，
そ

の
制

度
利

用
の

周
知

を
図

る
。

<
2
>

実
施

状
況

・
成

果
等

特
例

制
度

利
用

に
よ

る
保

育
士

試
験

合
格

者
8
4
名

保
育

士
の

人
材

育
成

<
1
>

目
的

県
内

で
の

就
職

促
進

保
育

士
修

学
資

金
の

貸
付

実
施

（
保

育
士

修
学

資
金

指
定

保
育

士
養

成
施

設
卒

業
後

，
鹿

児
島

県
内

に
お

い
て

保
育

業
務

に
従

・
対

象
者

卒
業

後
県

内
で

保
育

業
務

貸
付

事
業

）
事

使
用

と
す

る
者

に
対

し
修

学
資

金
を

貸
し

付
け

，
そ

の
修

学
を

容
易

に
す

に
従

事
す

る
意

思
の

あ
る

（
子

育
て

支
援

課
）

る
こ

と
に

よ
り

，
保

育
士

の
養

成
確

保
を

図
る

。
保

育
士

養
成

施
設

に
在

学
<
2
>

実
施

状
況

・
成

果
等

す
る

学
生

貸
付

人
数

5
0
名

・
貸

付
人

数
５

０
人

・
貸

付
金

額
１

人
１

６
０

万
円

以
内

保
育

士
の

人
材

育
成

<
1
>

目
的

登
録

者
数

の
拡

大
｢
保

育
士

人
材

バ
ン

ク
｣
の

設
置

･
運

営
（

保
育

士
人

材
バ

ン
県

内
の

待
機

児
童

の
解

消
を

図
る

た
め

，
県

が
行

う
保

育
士

登
録

の
仕

組
・

｢
鹿

児
島

県
保

育
士

人
材

バ
ン

ク
｣
W
E
B

ク
事

業
）

み
を

活
用

し
た

「
鹿

児
島

県
保

育
士

人
材

バ
ン

ク
」

を
設

置
し

，
保

育
人

材
シ

ス
テ

ム
の

運
営

・
管

理
（

子
育

て
支

援
課

）
確

保
に

取
り

組
む

市
町

村
に

対
し

て
必

要
な

情
報

を
提

供
す

る
。

・
市

町
村

と
の

業
務

提
携

<
2
>

実
施

状
況

・
成

果
等

・
潜

在
保

育
士

に
対

す
る

｢
保

育
士

人
材

令
和

元
年

3
月

3
1
日

現
在

の
登

録
者

数
2
0
0
名

バ
ン

ク
｣
へ

の
登

録
勧

奨

就
業

継
続

支
援

（
保

<
1
>

目
的

保
育

士
等

を
対

象
と

し
た

研
保

育
の

質
の

向
上

の
た

め
の

研
修

育
の

質
の

向
上

の
た

保
育

所
の

職
員

等
を

対
象

と
す

る
研

修
の

実
施

の
費

用
を

補
助

し
，

子
修

の
実

施
促

進
実

施
（

予
定

）
数

県
，

５
市

町
め

の
研

修
）

ど
も

を
安

心
し

て
育

て
る

こ
と

が
で

き
る

よ
う

な
体

制
整

備
を

図
る

。
（

子
育

て
支

援
課

）
<
2
>

実
施

状
況

・
成

果
等

実
施

数
県

，
５

市
町
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施
策

等
令

和
元

年
度

課
題

等
令

和
２

年
度

の
取

組
予

定
（

担
当

課
）

本
県

の
具

体
的

取
組

保
育

士
の

再
就

職
支

<
1
>

目
的

再
就

職
を

希
望

す
る

潜
在

保
保

育
士

の
再

就
職

支
援

援
（

子
育

て
支

援
課

）
復

職
を

希
望

す
る

潜
在

保
育

士
に

対
し

，
県

下
各

地
域

の
最

新
の

求
人

育
士

の
掘

り
起

こ
し

と
参

加
・

保
育

士
へ

の
情

報
提

供
情

報
を

個
別

に
提

供
す

る
と

と
も

に
，

保
育

施
設

見
学

バ
ス

ツ
ア

ー
及

び
し

や
す

い
研

修
会

の
実

施
・

復
職

支
援

研
修

会
の

開
催

保
育

士
講

座
，

保
育

体
験

を
実

施
し

た
。

・
職

場
体

験
講

習
会

の
開

催
<
2
>

実
施

状
況

・
成

果
等

・
情
報
提
供
回
数
：
２
回

対
象
者
数
：
１
回
目
56
3名

，
２
回
目
53
0名

・
施

設
見

学
バ

ス
ツ

ア
ー

（
鹿

児
島

市
，

霧
島

市
，

姶
良

市
）

参
加

者
：

１
０

名
・

保
育

士
講

座
（

鹿
児

島
市

）
参

加
者

：
１

５
名

・
保

育
体

験
（

鹿
児

島
市

，
霧

島
市

）
参

加
者

：
５

名

保
育

士
等

の
処

遇
改

<
1
>

目
的

・
他

業
種

と
の

賃
金

格
差

【
処

遇
改

善
等

加
算

の
改

善
】

善
質

の
高

い
教

育
・

保
育

を
安

定
的

に
供

給
し

て
い

く
た

め
に

，
や

り
が

・
キ

ャ
リ

ア
パ

ス
の

未
構

築
○

技
能

・
経

験
を

積
ん

だ
職

員
へ

の
加

算
（

子
育

て
支

援
課

）
い

を
持

っ
て

働
き

続
け

ら
れ

る
職

場
環

境
づ

く
り

を
推

進
す

る
た

め
，

保
・

分
野

別
リ

ー
ダ

ー
等

育
士

等
の

処
遇

改
善

を
図

る
。

月
額

５
千

円
（

上
限

）
ア

ッ
プ

<
2
>

実
施

状
況

・
成

果
等

・
副

主
任

保
育

士
等

○
技

能
・

経
験

を
積

ん
だ

職
員

へ
の

加
算

月
額

４
万

円
（

上
限

）
ア

ッ
プ

・
分

野
別

リ
ー

ダ
ー

等
月

額
５

千
円

（
上

限
）

ア
ッ

プ
・

副
主

任
保

育
士

等
月

額
４

万
円

（
上

限
）

ア
ッ

プ
【

キ
ャ

リ
ア

パ
ス

構
築

の
促

進
】

【
キ

ャ
リ

ア
パ

ス
構

築
の

促
進

】
○

保
育

の
職

場
い

き
い

き
推

進
事

業
○

魅
力

あ
る

保
育

環
境

構
築

事
業

・
保

育
士

等
処

遇
改

善
セ

ミ
ナ

ー
・

保
育

士
等

処
遇

改
善

啓
発

セ
ミ

ナ
ー

・
魅

力
あ

る
職

場
づ

く
り

講
座

・
保

育
制

度
に

関
す

る
専

門
家

に
よ

る
個

別
指

導
・

助
言

・
保

育
所

等
好

事
例

集
の

作
成

な
ど
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(
2
)

地
域

子
ど

も
・

子
育

て
支

援
事

業
等

に
従

事
す

る
者

の
確

保
と

資
質

の
向

上
に

対
す

る
支

援

施
策

等
令

和
元

年
度

課
題

等
令

和
２

年
度

の
取

組
予

定
（

担
当

課
）

本
県

の
具

体
的

取
組

子
育

て
支

援
員

研
修

<
1
>

目
的

①
研

修
の

開
催

回
数

や
開

催
子

育
て

支
援

員
研

修
の

実
施

（
子

育
て

支
援

課
）

地
域

に
お

い
て

子
育

て
支

援
の

仕
事

に
関

心
を

持
ち

，
子

育
て

支
援

分
場

所
，

専
門

研
修

コ
ー

ス
の

【
県

】
野

の
各

事
業

等
に

従
事

す
る

こ
と

を
希

望
す

る
者

に
対

し
，

研
修

を
実

施
検

討
○

実
施

地
区

し
，

子
ど

も
・

子
育

て
支

援
新

制
度

に
お

い
て

創
設

さ
れ

た
「

子
育

て
支

②
市

町
村

に
お

け
る

子
育

て
・

鹿
児

島
・

鹿
屋

援
員

」
の

養
成

を
図

る
。

支
援

員
研

修
の

実
施

促
進

○
実

施
コ

ー
ス

<
2
>

実
施

状
況

・
成

果
等

・
地

域
保

育
コ

ー
ス

・
実

施
日

：
令

和
元

年
９

月
1
2
日

～
令

和
２

年
１

月
2
4
日

の
う

ち
・

放
課

後
児

童
コ

ー
ス

希
望

す
る

コ
ー

ス
日

程
・

社
会

的
養

護
コ

ー
ス

・
実

施
地

区
：

鹿
児

島
・

地
域

子
育

て
支

援
コ

ー
ス

・
実

施
コ

ー
ス

等
：

実
施

地
区

研
修

内
容

受
講

者
数

修
了

者
数

【
市

町
村

】
基

本
研

修
2
6
1

2
5
8

○
実

施
市

町
村

地
域

保
育

地
域

型
保
育

9
8

9
1

・
鹿

児
島

市
（

フ
ォ

ロ
ー

ア
ッ

プ
・

コ
ー

ス
一

時
預

か
り

事
業

3
1

3
0

現
任

研
修

）
鹿

児
島

ﾌ
ｧ
ﾐﾘ
ｰ
･
ｻ
ﾎ
ﾟ
ｰﾄ
･
ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ事

業
1
7

1
5

・
龍

郷
町

放
課

後
児
童

コ
ー

ス
5
4

5
4

・
徳

之
島

町
社

会
的

養
護

コ
ー

ス
3
5

3
2

・
伊

仙
町

地
域

子
育

利
用

者
支

援
事

業
・

基
本
型

9
9

て
支

援
コ

利
用

者
支

援
事

業
・

特
定
型

1
9

1
9

ー
ス

地
域

子
育

て
支

援
拠

点
事
業

3
8

3
8
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施
策

等
令

和
元

年
度

課
題

等
令

和
２

年
度

の
取

組
予

定
（

担
当

課
）

本
県

の
具

体
的

取
組

放
課

後
子

ど
も

総
合

<
1
>

目
的

よ
り

多
く

の
資

格
取

得
者

を
放

課
後

児
童

支
援

員
認

定
資

格
研

修
の

プ
ラ

ン
推

進
事

業
放

課
後

児
童

ク
ラ

ブ
の

量
の

拡
大

と
質

の
向

上
を

図
る

た
め

，
放

課
後

確
保

す
る

た
め

，
研

修
回

数
実

施
［

放
課

後
児

童
支

援
児

童
ク

ラ
ブ

の
「

支
援

の
単

位
」

ご
と

に
，

２
人

以
上

配
置

が
必

要
と

さ
等

の
検

討
が

必
要

・
鹿

児
島

会
場

①
員

の
認

定
資

格
研

れ
て

い
る

放
課

後
児

童
支

援
員

の
資

格
を

認
定

す
る

。
(
9
/
1
7
～

9
/
2
1
)

修
］

<
2
>

実
施

状
況

・
成

果
等

定
員

1
2
0
人

（
子

育
て

支
援

課
）

放
課

後
児

童
支

援
員

の
認

定
者

6
0
6
名

・
鹿

児
島

会
場

②
［

資
格

要
件

：
研

修
の

修
了

］
(
1
1
/
1
9
～

1
1
/
2
3
)

・
第

１
回

鹿
児

島
会

場
(
9
/
7
～

9
/
8
,
9
/
2
8
～

9
/
2
9
)

資
格

取
得

者
1
9
0
人

定
員

1
2
0
人

・
第

２
回

鹿
児

島
会

場
(
1
/
1
1
～

1
/
1
4
)

資
格

取
得

者
2
3
1
人

・
鹿

児
島

会
場

③
・

霧
島

会
場

(
1
1
/
1
4
～

1
1
/
1
7
)

資
格

取
得

者
1
1
6
人

(
2
/
7
～

2
/
1
1
)

・
鹿

屋
会

場
(
1
2
/
9
～

1
2
/
1
2
)

資
格

取
得

者
6
9
人

定
員

1
2
0
人

・
霧

島
会

場
（

1
0
/
1
6
～

1
0
/
2
0
）

定
員

1
2
0
人

・
鹿

屋
会

場
（

1
/
1
2
～

1
/
1
6
）

定
員

1
2
0
人

地
域

子
ど

も
・

子
育

<
1
>

目
的

放
課

後
児

童
支

援
員

等
現

任
研

修
の

実
施

て
支

援
事

業
放

課
後

児
童

支
援

員
及

び
補

助
員

等
の

資
質

の
向

上
を

図
る

た
め

，
必

認
定

し
た

放
課

後
児

童
支

援
【

初
任

者
（

経
験

３
年

未
満

）
】

［
放

課
後

子
ど

も
総

要
な

知
識

及
び

技
術

の
習

得
並

び
に

課
題

や
事

例
を

共
有

す
る

た
め

の
研

員
の

数
に

対
応

し
た

受
講

機
・

日
時

・
場

所
合

プ
ラ

ン
指

導
者

研
修

を
行

う
。

会
の

確
保

が
必

要
1
0
月

1
1
日

県
民

交
流

セ
ン

タ
ー

修
］

<
2
>

実
施

状
況

・
成

果
等

定
員

1
5
0
人

（
子

育
て

支
援

課
）

放
課

後
児

童
支

援
員

等
現

任
研

修
の

実
施

1
1
月

８
日

ﾎ
ﾃ
ﾙ
ｳ
ｪ
ﾙ
ﾋ
ﾞ
ｭ
ｰ
か

ご
し

ま
・

実
施

日
：

令
和

元
年

7
月

7
日

(
初

任
者

)
定

員
1
5
0
人

令
和

元
年

7
月

2
1
日

(
中

堅
者

)
【

中
堅

者
（

経
験

３
年

以
上

）
】

・
場

所
：

県
庁

講
堂

（
初

任
者

，
中

堅
者

）
1
2
月

2
0
日

県
民

交
流

セ
ン

タ
ー

・
参

加
者

数
：

初
任

者
2
0
4
人

，
中

堅
者

1
6
2
人

定
員

1
5
0
人

１
月

2
4
日

ﾎ
ﾃ
ﾙ
ｳ
ｪ
ﾙ
ﾋ
ﾞ
ｭ
ｰ
か

ご
し

ま
定

員
1
5
0
人
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(
3
)

幼
稚

園
教

諭
・

保
育

士
に

対
す

る
研

修
の

実
施

施
策

等
令

和
元

年
度

課
題

等
令

和
２

年
度

の
取

組
予

定
（

担
当

課
）

本
県

の
具

体
的

取
組

幼
稚

園
新

規
採

用
教

<
1
>

目
的

研
究

保
育

を
踏

ま
え

た
研

究
幼

稚
園

新
規

採
用

教
員

研
修

会
の

実
施

員
研

修
会

公
立

の
幼

稚
園

新
規

採
用

教
員

に
対

す
る

研
修

協
議

の
充

実
（

７
月

ま
で

の
（

義
務

教
育

課
）

<
2
>

実
施

状
況

・
成

果
等

研
究

保
育

実
施

）
年

６
回

実
施

※
参

考
年

４
回

実
施

①
4
/
1
8

公
立

幼
稚

園
(
2
人

)
公

立
幼

稚
園

以
外

(
1
1
7
人

)
①

4
/
1
6
（

中
止

）
②

5
/
2
4

〃
(
2
人

)
〃

(
9
5
人

)
②

5
/
2
9
（

中
止

）
③

6
/
2
7
～

6
/
2
8

〃
(
2
人

)
〃

(
9
9
人

)
③

9
/
2
4
～

9
/
2
5

④
8
/
2
1
～

8
/
2
3

〃
(
2
人

)
〃

(
1
0
5
人

)
④

1
1
/
1
2
～

1
1
/
1
3

⑤
1
1
/
2
0

〃
(
2
人

)
〃

(
9
2
人

)
⑥

1
/
1
7

〃
(
2
人

)
〃

(
8
3
人

)

幼
稚

園
中

堅
教

諭
等

<
1
>

目
的

①
園

内
研

修
の

時
間

設
定

幼
稚

園
中

堅
教

諭
等

資
質

向
上

研
修

の
実

資
質

向
上

研
修

在
職

期
間

が
１

０
年

に
達

し
た

公
立

幼
稚

園
教

諭
に

対
し

て
，

個
々

の
②

発
達

の
特

性
に

応
じ

た
指

施
（

義
務

教
育

課
）

適
正

等
に

応
じ

資
質

向
上

を
図

る
。

導
実

施
日

：
7
/
2
7
～

7
/
3
0

<
2
>

実
施

状
況

・
成

果
等

参
加

人
数

：
3
人

令
和

元
年

度
は

対
象

者
が

い
な

い
た

め
，

未
実

施

保
育

所
特

別
保

育
事

<
1
>

目
的

研
修

内
容

の
一

層
の

充
実

保
育

所
特

別
保

育
事

業
等

研
修

会
の

実
施

業
等

研
修

会
保

育
所

職
員

等
の

資
質

向
上

を
図

る
。

（
子

育
て

支
援

課
）

<
2
>

実
施

状
況

・
成

果
等

・
実

施
時

期
：

令
和

３
年

２
月

頃
特

別
保

育
事

業
等

研
修

会
の
実

施
・

実
施

日
：

令
和

２
年

２
月

2
6
日

～
2
7
日

・
場

所
：

県
庁

２
階

講
堂

・
参

加
人

数
：

２
１

３
人

・
研

修
内

容
：

①
保

護
者

支
援

②
保

護
者

へ
の

対
応

③
保

育
現

場
に

お
け

る
人

権
の

理
解

④
障

害
児

保
育

な
ど

【資料７】

資料７ - 37



施
策

等
令

和
元

年
度

課
題

等
令

和
２

年
度

の
取

組
予

定
（

担
当

課
）

本
県

の
具

体
的

取
組

保
育

士
等

キ
ャ

リ
ア

<
1
>

目
的

研
修

回
数

等
の

増
加

保
育

士
等

キ
ャ

リ
ア

ア
ッ

プ
研

修
の

実
施

ア
ッ

プ
研

修
（

子
育

リ
ー

ダ
ー

的
な

役
割

を
担

う
保

育
士

等
に

対
し

，
厚

生
労

働
省

の
処

遇
・

指
定

機
関

実
施

分
て

支
援

課
）

改
善

加
算

の
要

件
で

あ
る

キ
ャ

リ
ア

ア
ッ

プ
研

修
を

実
施

し
，

専
門

性
の

実
施

回
数

：
4
2
回

定
員

数
：

3
,
9
0
0
人

向
上

を
図

る
と

と
も

に
，

保
育

の
質

を
高

め
る

。
・

県
委

託
分

<
2
>

実
施

状
況

・
成

果
等

実
施

回
数

：
1
0
回

定
員

数
：

1
,
4
0
0
人

保
育

士
等

キ
ャ

リ
ア

ア
ッ

プ
研

修
の
実

施
・

指
定

機
関

実
施

分
実

施
回

数
：

2
7
回

修
了

者
数

：
2
,
8
4
1
人

・
県

委
託

分
実

施
回

数
：

1
1
回

修
了

者
数

：
1
,
2
8
8
人

特
別

な
配

慮
を

要
す

<
1
>

目
的

る
幼

児
に

関
す

る
研

幼
稚

園
等

の
職

員
に

対
し

て
，

年
々

増
加

し
て

い
る

診
断

の
つ

か
な

い
修
（

子
育

て
支

援
課

）
発

達
障

害
の

疑
い

が
あ

る
幼

児
に

関
す

る
知

識
や

対
応

方
法

な
ど

の
研

修
を

実
施

。
―

―
<
2
>

実
施

状
況

・
成

果
等

①
合

同
研

修
令

和
元

年
８

月
2
1
日

（
2
2
2
人

）
②

実
践

研
修

令
和

元
年

1
1
月

1
2
日

，
1
2
月

1
9
日

，
令

和
２

年
２

月
1
2
日

（
1
1
3
人

）

医
療

的
ケ

ア
児

等
受

医
療

的
ケ

ア
児

に
関

す
る

正
し

い
知

識
や

入
体

制
構

築
促

進
事

医
療

的
ケ

ア
児

を
保

育
所

等
に

受
け

入
れ

業
（

子
育

て
支

援
課

）
る

た
め

の
対

応
方

法
に

つ
い

て
理

解
を

図
る

た
め

の
セ

ミ
ナ

ー
の

実
施

―
―

・
対

象
者

：
保

育
所

等
の

職
員

や
市

町
村

の
担

当
職

員
・

定
員

数
：

2
9
5
人

・
日

時
：

令
和

２
年

1
0
月

２
日

・
場

所
：

か
ご

し
ま

県
民

交
流

セ
ン

タ
ー
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H31.4.1
R2.4.1
(暫定)

鹿児島市 209 216

○

○

○

○

○

○

○

○

○

出水市 2 15

○

〇

○

〇

姶良市 95 91

○

○

○

○

○

○

県計 349 322

各市町村における待機児童発生理由及び解消に向けた取組

市町村

待機児童数

待機児童が発生している理由 待機児童解消に向けた取組

　共働き家庭の増加等により保育需要の
ニーズが高まるとともに、保育料の無償化
で申込者数が増加している。
　申込者数の増加に伴い、定員の弾力的
運用で受入はしているが、0・1・2歳が増加
し、施設面等により受入ができない状況で
ある。

　就学前児童数は減少しているものの、就
学前児童の保育所等の入所申込児童数の
増加は続いており、子どもを預けて就労し
たいと希望する保護者の保育需要が高い
状態が続いている。
　昨年度と比較して入所率（定員に対する）
を分析すると、今年度も保育士不足の状態
が続いていると考える。
　保育士１人が見ることができる人数が少
ない０～２歳児が待機児童の大半を占めて
いる。

　既存の保育士確保事業を継続して実施
する。（保育士・保育所支援センター運営事
業、保育士養成施設の学生及び卒業生の
保育所等への就労促進）
　鹿児島市子ども・子育て支援事業計画に
基づく既存施設への定員増の実施。
　バスツアーや意見交換会等により、保育
士等の仕事の魅力を情報発信することで、
高校生に対し、進路の選択肢の一つとして
の意識啓発を促進。
　保育士・保育教諭の配置特例に係る条例
改正の検討。
　保育士が働きやすい環境を整備し、職場
定着及び離職防止を図るため、保育士の
宿舎を借り上げるための費用の一部の補
助を実施。
　保育士の業務負担軽減を図るため、保育
に関する計画・記録や保護者との連絡、子
どもの登降園管理等の業務のＩＣＴ化を行う
ために必要なシステムの導入費用の一部
の補助を実施。

　今年度新たに保育所を１施設、小規模保
育所を２施設整備する計画となっている。
いずれも令和３年４月より開所予定。
　保育士確保のための合同説明会等をハ
ローワークと協働して実施している。
　保育の現場での仕事に興味がある方へ、
求人情報や研修等イベント情報の情報提
供を行っている。

　未就学児童数および申込児童数は減少
しているが、保護者の就労等による保育
ニーズが高い状況が続いている。
　保育ニーズに対して、児童を受け入れる
ための受け皿が不足している。
　保育士不足により、入所者数が定員に満
たない施設がある。

　保育所の認定こども園化に伴い、令和２
年度中には１号８人、２号１１人、３号１８人
の定員増を予定している。また、３年度中
には保育園の整備により２号８人、３号７人
の定員増を計画している。
　事業所内保育事業又は認可外保育施設
について、企業等に周知やアンケート調査
を検討している。

 4 - 1
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（各市町村集計）

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬

利用者支援
事業

延長保育事
業

実費徴収に
伴う補足給
付を行う事

業

多様な事業
者の参入促
進・能力活

用事業

放課後児童
健全育成事

業

子育て短期
支援事業

乳児家庭全
戸訪問事業

養育支援訪
問事業

子どもを守
る地域ネッ
トワーク機

能強化事業

地域子育て
支援拠点事

業

一時預かり
事業

病児保育事
業

子育て援助
活動事業

1 鹿 児 島 市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2 鹿 屋 市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

3 枕 崎 市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

4 阿 久 根 市 ○ ○ ○ ○ ○ ○

5 出 水 市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

6 指 宿 市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

7 西 之 表 市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

8 垂 水 市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

9 薩 摩 川 内 市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

10 日 置 市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

11 曽 於 市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

12 霧 島 市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

13
い ち き
串 木 野 市

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

14 南 さ つ ま 市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

15 志 布 志 市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

16 奄 美 市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

17 南 九 州 市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

18 伊 佐 市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

19 姶 良 市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

20 三 島 村 ○

21 十 島 村 ○ ○

22 さ つ ま 町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

23 長 島 町 ○ ○ ○ ○

24 湧 水 町 ○ ○ ○ ○ ○

25 大 崎 町 ○ ○ ○ ○ ○ ○

26 東 串 良 町 ○ ○ ○ ○

27 錦 江 町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

28 南 大 隅 町 ○ ○ ○ ○ ○

29 肝 付 町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

30 中 種 子 町 ○ ○ ○ ○ ○ ○

31 南 種 子 町 ○ ○ ○ ○

32 屋 久 島 町 ○ ○ ○ ○

33 大 和 村 ○

34 宇 検 村 ○ ○ ○

35 瀬 戸 内 町 ○ ○ ○ ○ ○ ○

36 龍 郷 町 ○ ○ ○ ○

37 喜 界 町 ○ ○ ○ ○

38 徳 之 島 町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

39 天 城 町 ○ ○ ○

40 伊 仙 町 ○ ○ ○

41 和 泊 町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

42 知 名 町 ○ ○ ○ ○ ○ ○

43 与 論 町 ○ ○ ○ ○ ○ ○

23 市町村 32 市町村 17 市町村 2 市町村 40 市町村 13 市町村 33 市町村 16 市町村 4 市町村 38 市町村 32 市町村 23 市町村 20 市町村

令和元年度　地域子ども・子育て支援事業　市町村別実績一覧

実績合計
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かごしまこども未来プラン２０２０の評価項目（案）

「鹿児島県子ども・子育て支援事業支援計画」の点検，
評価，見直しについて

１ 計画の達成状況の点検，評価，見直し
計画の達成状況の点検，評価，見直しについては，県子ども・子育て支

援会議の意見を踏まえながら，次のように対応する。

(1) 点検，評価
各年度において，計画に基づく施策の実施状況等について点検，評価

を行い，その結果を公表する。

(2) 見直し
市町村においては，計画期間の中間年を目安として，必要な場合には，

市町村計画の見直しを行うこととなっているが，県においては，市町村
計画の見直し状況等を踏まえ，必要な場合には，計画の見直しを行うこ
とする。なお，この場合において見直し後の計画の期間は，当初の計画
期間とする。

２ 点検，評価の実施方法
○ 毎年度の点検・評価については，個別の進ちょく状況（アウトプット）

を中心に，計画と進捗状況の乖離の有無，また，乖離があった場合は市
町村とともにその対応策を検討する。

また，計画全体の成果（アウトカム）については，計画期間中の一定
時期に点検・評価を実施する。

○ 点検，評価項目については，かごしま子ども未来プラン２０２０第６
章「子ども・子育て支援新制度の推進」が標記計画になっていることか
ら，下記の各項目を重点的に点検，評価することとする。

〈重点項目〉
① 教育・保育の量の見込み及び確保方策

② 認定こども園における教育・保育の一体的提供と推進体制
「特定教育・保育及び特定地域型保育を行う者並びに地域子ども・子育て支援事

業に従事する者の確保及び資質の向上」を含む。

③ 地域子ども・子育て支援事業の推進

なお，① 教育・保育の量の見込み及び確保方策に係る点検，評価に
ついては，市町村の現状を把握する必要があるため，各市町村において
実施する子ども・子育て支援会議の意見を踏まえた点検・評価の結果に
基づき実施することとする。

※ これまで重点評価項目であった「教育・保育に従事する者の確保と資質の向上」に
ついては，新プランにおいて「②認定こども園における教育・保育の一体的提供と推
進」に包含されている。
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